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令和４年度石巻地方広域水道企業団資金不足比率報告書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定による資金不足比率

資金不足額（Ａ） 事業の規模（Ｂ）
　資金不足比率

（Ａ）
×100

（流動負債－流動資産） （営業収益－受託工事収益）

（円） （円） （％）

△ 9,212,187,905 4,522,022,221 －

※資金不足額が発生しないので、資金不足比率（計算の結果△203.72％）はない。
※資金不足額（Ａ）の算出において、流動負債から企業債の金額を減額している。※資金不足額（Ａ）の算出において，新会
計制度の適用に伴い，流動負債から企業債の金額及び平成２６年度から３年間の経過措置としての引当金の金額並びに流動資
産から貸倒引当金の金額をそれぞれ減額している。
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